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校内生活に関する共通理解事項 

Ⅰ 服装及び頭髪の指導 ※ 制服を標準服と記す。 

冬   服 学ラン、ブレザー 

夏   服 【指定】白半袖ポロシャツ 

 無地の白・黒・紺（一色とし、ワンポイントも不可） 

 【指定】白オーバーブラウス 

上記のいずれかとする 

合   服 白長袖カッタ－シャツ【選択制・指定】紺ベスト 

ズボン・スカ－ト 【選択制・指定】スカ－ト・スラックス 

名   札 １年:黄 ２年:白 ３年:緑 (登下校時は付けない) 

通 学 靴 白・黒・グレー・紺色の運動に適した靴 

上   靴 【指定】白色の上靴 

靴   下 白・黒・紺・グレー（ワンポイントマーク可、ラインも可ただし、ストライプは不可） 

冬季の通学 ウィンドブレーカーを着用して構わない。（規定は別紙） 

頭   髪 頭髪全体のバランスが整った清潔感のあるもの 

 誇りある鴨中生として規律ある生活を送るために、生徒・教員・保護者の代表で組織

する服装等検討委員会で望ましい身だしなみについて検討して次のように規定してい

ます。 

 

鴨中生申し合わせ事項   
 

鴨川中学校服装等検討委員会 

１ 頭髪 

清潔感があり、学習・集団生活上支障がない頭髪を心掛ける。 

⑴ 共通する事項 

  ① 脱色・染色等、著しく変わった髪形は、認めない。 

  ② まゆを極端に薄くしたり、細くしたりしない。 

  ③ 整髪料やヘアースプレーを使用しない。 

  ⑵ 短い頭髪について  

  ① 前髪の長さは、目にかからない程度。 

  ② すその長さは、上着の襟にかからない程度。 
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  ③ もみあげを極端に長くしたり、切り落としたりしない。 

  ④ 頭髪全体のバランスが不自然でないようにする（極端に短く刈り上げ、剃りこ

みはいれない。） 

 

⑶ 長い頭髪について  

  ① 前髪の長さは、目にかからない程度。 

  ② 後ろ髪の長さは、標準服の襟の下端までの長さとする。それを越える場合は、

耳より低い位置で一つか二つに束ねる（ポニーテールは認めない）。もしくはお団

子にする。（ただし後頭部かつ個数は１つとし、整髪料などは×）、肩につかない

程度の長さの場合は、ハーフアップを許可する。（ただし、結び目は耳より下とす

る。） 

  ③ 前髪や側頭部の髪は、目に垂れないようにし、垂れる長さの場合は、ヘアピン

やカッチン留めで留める。 

  ④ ヘアピンやカッチン留めは黒色、髪を結ぶゴムは黒・紺・こげ茶色とする。 

  ⑤ リボンやアクセサリー類は身に付けない。 

 

           

            

 
                

（ふたつくくり） （おさげ） （ひとつたばね） 

２ 服装 

 ⑴ 共通する事項 

  ① 気候や体調に応じて、自分で標準服の移行を管理する。 

合服移行目安 夏服移行目安 合服移行目安 冬服移行目安 

５月初旬～ ５月下旬～ ９月下旬～ １０月下旬～ 

  ② シャツやブラウスの下には無地の下着を着用する。また、襟元から見える丸首

やハイネックの下着を着用しない。 

③ 冬服着用時は、シャツ・ブラウスの上にセーターやカーディガンを着用しても  

よい。色は、黒系色・紺系色・白系色・灰色で無地のものを基本とする。名札を着

けることを忘れないようにする。ただし、トレーナーは着用しない。 

また、ウィンドブレーカー、手袋（５本指になっており、指先まで覆われている

物）、マフラー、ネックウォーマー、タイツ、ストッキングを身に付けてもよい。

色は問わないが、無地のものとする。ただし、タイツ・ストッキングは肌色もしく
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は黒色で模様のないものに限る。（ウィンドブレーカーに係る規程は冬季に示す。） 

  ④ 紫外線対策のため登下校時に帽子を着用してもよい。 

⑤ 上靴は学校指定のもの、学年・組・氏名を所定の位置に明記

する。かかとを踏んだり、紐をゆるめて履いたりしない。 

⑥ 靴下は白・黒・紺・灰色で無地のものを着用する。ワンポイ

ントマーク付きでもよい。足首を一周するようなラインの入っ

たものは着用しない。くるぶしが隠れており、ふくらはぎにかからない程度の長さ

の物であり、ルーズソックスは着用しない。 

  ⑦ 校内では名札を左胸に必ず身に付けるが、校外では付けなくてよい。 

※令和８年度 １年生：緑 ２年生：黄 ３年生：白 

 

  ⑵ 標準服について 

  ① 冬用標準服は、襟カラー着脱式とパイピングカラー（襟カラー

着脱の必要のない型）のどちらを着用してもよい。 

  ② 集会や式典等時には、冬用標準服のホックを留める。 

  ③ 夏用半袖ポロシャツと合服用長袖カッターシャツの第一ボタ

ンは留めなくてもよい。 

  ④ 下衣はストレートでノータックのものとする。ベルトは黒系

色・紺系色・こげ茶系色で、無地のものとする。ラインや模様が入っているもの

や装飾品がついているものを身に付けない。 

  ⑤ スカートの長さはひざが隠れ、ひざ頭が見えない程度とする。 

 ⑶ ミサンガやネックレス、ピアス等のアクセサリーを身に付けない。 

 

Ⅱ 所持品について 

１ 所持品について   

 ⑴ 学習や集団生活に不要な物や金銭を持って来ない（例えば、ハサミ以外の刃物・

菓子類・携帯電話などの電子機器・学習に必要ない本や雑誌・アクセサリー等）。

ただし、正当な理由によって、金銭を持参する場合は、登校後ただちに学級担任

か関係の教職員に預ける。また、季節に応じた健康維持必需品を持参する場合、

学級担任に申し出る（例えば、夏季の日傘、水泳時のラッシュガード、冬季の乾

燥対策に関わる医薬品等）。 

 ⑵ 学校で、物の貸し借りをしない。 

 ⑶ 自分の持ち物には、必ずどこかにはっきりと記名する。 

⑷ 通学用（背負い）カバンは、両肩に掛けて使用する。 

１－２ 

鴨川 

１－２ 

鴨川 
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 （通学用カバンは令和５年度からリニューアルしていますが、旧型のものを使用

しても構いません。） 

⑸ 学用品が通学用（背負い）カバンに入らない場合は、学校指定の補助バッグを

使用する。 

 ⑹ 補助バッグは、片方の肩掛け（斜め掛け）にして使用する。 

 ⑺ 通学カバンは区別をするためにキーホルダーをつけてもよいが、個数は１つと

し、サイズはこぶし大程度までとする。） 

２ 生活について 

 ⑴ ２分前行動を心掛け、時間を守る。登校時間は８：００～８：１０の間で、８：

１０には玄関を通過する。朝の会は８：１５開始。 

 ⑵ 欠席・遅刻等の電話連絡及びＨＰ連絡は、保護者が行う。 

 ⑶ 登下校時には、歩道橋のある道路では、必ず歩道橋を渡り、国道を横切らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


